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知立市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表（第１条関係） 

（議案第４９号、参考資料） 

改正後（令和５年４月１日適用） 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第６条 略 第６条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在（任期が満限に達した者等

にあっては、任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又

は解散により任期が終了した日現在）において受けるべき議員報酬月額

に、６月に支給する場合においては100分の165、12月に支給する場合にお

いては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前６か月以内の期間におけ

るその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在（任期が満限に達した者等

にあっては、任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又

は解散により任期が終了した日現在）において受けるべき議員報酬月額に

100分の165を乗じて得た額に、基準日以前６か月以内の期間におけるその

者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗

じて得た額とする。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

３ 略 ３ 略 －
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知立市議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表（第２条関係） 

 

改正後（令和６年４月１日） 改正前（令和５年４月１日適用） 

（議員報酬の額） （議員報酬の額） 

第２条 議員報酬月額は、次のとおりとする。 第２条 議員報酬月額は、次のとおりとする。 

(１) 議長 497,000円 (１) 議長 496,000円 

(２) 副議長 427,000円 (２) 副議長 426,000円 

(３) 常任委員会（予算・決算委員会を除く。）の委員長 417,000円  

(４) 議員 406,000円 (３) 議員 405,000円 

（期末手当） （期末手当） 

第６条 略 第６条 略 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在（任期が満限に達した者等

にあっては、任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又

は解散により任期が終了した日現在）において受けるべき議員報酬月額に

100分の170を乗じて得た額に、基準日以前６か月以内の期間におけるその

者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗

じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在（任期が満限に達した者等

にあっては、任期が満限に達し、辞職し、退職し、除名され、死亡し、又

は解散により任期が終了した日現在）において受けるべき議員報酬月額

に、６月に支給する場合においては100分の165、12月に支給する場合にお

いては100分の175を乗じて得た額に、基準日以前６か月以内の期間におけ

るその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

３ 略 ３ 略 

 

 

－
4
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知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表（第１条関係） 

（議案第５０号、参考資料） 

改正後（令和５年４月１日適用） 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 略 第５条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合においては100

分の165、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、

基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の165を乗じて得た額に、基準

日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

３ 略 ３ 略 

－
5
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知立市特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表（第２条関係） 

 

改正後（令和６年４月１日） 改正前（令和５年４月１日適用） 

（給料） （給料） 

第３条 給料月額は次のとおりとする。 第３条 給料月額は次のとおりとする。 

(１) 市長 934,000円 (１) 市長 931,000円 

(２) 副市長 774,000円 (２) 副市長 772,000円 

(３) 教育長 701,000円 (３) 教育長 699,000円 

（期末手当） （期末手当） 

第５条 略 第５条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の170を乗じて得た額に、基準

日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合においては100

分の165、12月に支給する場合においては100分の175を乗じて得た額に、

基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

３ 略 ３ 略 

 

 

－
6
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知立市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表（第１条関係） 

（議案第５１号、参考資料） 

改正後（令和５年４月１日適用） 改正前 

（期末手当） （期末手当） 

第20条 略 第20条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合においては100

分の120、12月に支給する場合においては100分の125を乗じて得た額に、

基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の120を乗じて得た額に、基準

日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる

区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」

とあるのは「100分の67.5」と、「100分の125」とあるのは「100分の70」

とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」

とあるのは、「100分の67.5」とする。 

４～６ 略 ４～６ 略 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第21条 略 第21条 略 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が規則で定める基準に従い任

命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者

が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、

それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が規則で定める基準に従い任

命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者

が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、

それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

(１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基

礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した職員に

あっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）におい

て受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計

額を加算した額に、６月に支給する場合においては100分の100、12月に

支給する場合においては100分の105を乗じて得た額の総額 

(１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基

礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した職員に

あっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）におい

て受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計

額を加算した額に100分の100を乗じて得た額の総額 

(２) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額

に、６月に支給する場合においては100分の47.5、12月に支給する場合

においては100分の50を乗じて得た額の総額 

(２) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額

に100分の47.5を乗じて得た額の総額 

－
7
－
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改正後（令和５年４月１日適用） 改正前 

３～５ 略 ３～５ 略 

別表第１・別表第２ 略 別表第１・別表第２ 略 

－
8
－
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知立市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表（第２条関係） 

 

改正後（令和６年４月１日） 改正前（令和５年４月１日適用） 

（期末手当） （期末手当） 

第20条 略 第20条 略 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基

準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げ

る区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合においては100

分の120、12月に支給する場合においては100分の125を乗じて得た額に、

基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲

げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

(１)～(４) 略 (１)～(４) 略 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の

122.5」とあるのは、「100分の68.75」とする。 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の120」

とあるのは「100分の67.5」と、「100分の125」とあるのは「100分の70」

とする。 

４～６ 略 ４～６ 略 

（勤勉手当） （勤勉手当） 

第21条 略 第21条 略 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が規則で定める基準に従い任

命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者

が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、

それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が規則で定める基準に従い任

命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者

が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、

それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。 

(１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基

礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した職員に

あっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）におい

て受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計

額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額 

(１) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基

礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した職員に

あっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。）におい

て受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計

額を加算した額に、６月に支給する場合においては100分の100、12月に

支給する場合においては100分の105を乗じて得た額の総額 

(２) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額

に100分の48.75を乗じて得た額の総額 

(２) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額

に、６月に支給する場合においては100分の47.5、12月に支給する場合

においては100分の50を乗じて得た額の総額 

－
9
－
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改正後（令和６年４月１日） 改正前（令和５年４月１日適用） 

３～５ 略 ３～５ 略 

 

－
1
0
－



－
1
1
－

（議案第５１号、参考資料）



－
1
2
－
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知立市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

（議案第５２号、参考資料） 

改正後 改正前 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第23条 略 第23条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第56条の89第４

項に規定する出産被保険者（以下「出産被保険者」という。）が属する場

合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割

額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減

額後の被保険者均等割額）は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得

た額とする。 

 

(１) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該

出産被保険者につき第３条の規定により算定した所得割額の12分の１

の額に、当該出産被保険者の出産の予定日（地方税法施行規則第24条の

30の５に定める場合には、出産の日。以下同じ。）の属する月（以下「出

産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合には、３月前）から出産

予定月の翌々月までの期間（以下「産前産後期間」という。）のうち当

該年度に属する月数を乗じて得た額 

 

(２) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割

額 当該出産被保険者につき第４条の規定により算定した被保険者均

等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、

その減額後の被保険者均等割額）の12分の１の額に、当該出産被保険者

の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 

(３) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

所得割額 当該出産被保険者につき第６条の規定により算定した所得

割額の12分の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年

度に属する月数を乗じて得た額 

 

－
1
3
－
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改正後 改正前 

(４) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の

被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第７条の規定により算定

した被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場

合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）の12分の１の額に、当

該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて

得た額 

 

(５) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額

当該出産被保険者につき第８条の規定により算定した所得割額の12分

の１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する

月数を乗じて得た額 

 

(６) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者

均等割額 当該出産被保険者につき第９条の規定により算定した被保

険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合にあっ

ては、その減額後の被保険者均等割額）の12分の１の額に、当該出産被

保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

 

（出産被保険者に係る届出）  

第24条の３ 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する

場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければなら

ない。 

 

(１) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号（行政手続におけ

る特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法

律第27号）第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下同じ。） 

 

(２) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号  

(３) 出産の予定日  

(４) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別  

(５) その他市長が必要と認める事項  

２ 前項の届出書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添

えなければならない。 

 

－
1
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改正後 改正前 

(１) 出産の予定日を明らかにすることができる書類  

(２) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類  

(３) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と

当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類 

 

３ 第１項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の６月前から

行うことができる。 

 

４ 第１項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各

号に掲げる事項及び第２項各号に掲げる書類において明らかにすべき事

項を確認することができる場合は、第１項の規定による届出を省略させる

ことができる。 

 

附 則 附 則 

１～14 略 １～14 略 

（被保険者均等割額の減額の特例） （被保険者均等割額の減額の特例） 

15 当分の間、第23条第１項第１号ア中「１万6,940円」とあるのは「１万

7,666円」と、同号ウ中「7,000円」とあるのは「7,300円」と、同号オ中

「8,190円」とあるのは「8,541円」と、同項第２号ア中「１万2,100円」

とあるのは「１万3,310円」と、同号ウ中「5,000円」とあるのは「5,500

円」と、同号オ中「5,850円」とあるのは「6,435円」と、同項第３号ア中

「4,840円」とあるのは「6,776円」と、同号ウ中「2,000円」とあるのは

「2,800円」と、同号オ中「2,340円」とあるのは「3,276円」と、同条第

２項第１号ア中「3,630円」とあるのは「3,267円」と、同号イ中「6,050

円」とあるのは「5,445円」と、同号ウ中「9,680円」とあるのは「8,712

円」と、同項第２号ア中「1,500円」とあるのは「1,350円」と、同号イ中

「2,500円」とあるのは「2,250円」と、同号ウ中「4,000円」とあるのは

「3,600円」と、同条第３項各号列記以外の部分、第２号、第４号及び第

６号中「（第１項」とあるのは「（附則第15項の規定により読み替えて適

用する第１項」とする。 

15 当分の間、第23条第１項第１号ア中「１万6,940円」とあるのは「１万

7,666円」と、同号ウ中「7,000円」とあるのは「7,300円」と、同号オ中

「8,190円」とあるのは「8,541円」と、同項第２号ア中「１万2,100円」

とあるのは「１万3,310円」と、同号ウ中「5,000円」とあるのは「5,500

円」と、同号オ中「5,850円」とあるのは「6,435円」と、同項第３号ア中

「4,840円」とあるのは「6,776円」と、同号ウ中「2,000円」とあるのは

「2,800円」と、同号オ中「2,340円」とあるのは「3,276円」と、同条第

２項第１号ア中「3,630円」とあるのは「3,267円」と、同号イ中「6,050

円」とあるのは「5,445円」と、同号ウ中「9,680円」とあるのは「8,712

円」と、同項第２号ア中「1,500円」とあるのは「1,350円」と、同号イ中

「2,500円」とあるのは「2,250円」と、同号ウ中「4,000円」とあるのは

「3,600円」とする。 
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知立市体育施設条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

（議案第５３号、参考資料） 

改正後 改正前 

別表第２（第８条関係） 別表第２（第８条関係） 

市民体育館附属設備等使用料 市民体育館附属設備等使用料 

 区分 単位 金額   区分 単位 金額  

 略    略   

 机 １脚 30   机 １脚 30  

 空調設備（主競技場） １時間 2,500      

 略    略   

備考 備考 

１・２ 略 １・２ 略  

３ 主競技場の空調設備の使用料について、主競技場の２分の１の範囲

内で空調設備を利用するときは、当該使用料の２分の１相当額とす

る。 

３ 空調設備の使用料について、利用する時間が１時間に満たない場合

は、１時間として計算する。 

４ 主競技場の空調設備の使用料について、利用する時間が１時間に満

たないとき、又は１時間未満の端数があるときは、これらの１時間未

満の時間を１時間として計算する。 

４ 空調設備を連続して１時間を超えて使用する場合、その１時間を超

える部分の使用料については、20分（20分に満たない場合は、20分と

する。）ごとに100円とすることができる。 

５ 柔道場、剣道場又は会議室の空調設備の使用料について、利用する

時間が１時間に満たないときは１時間として計算し、連続して１時間

を超えて利用するときはその超える部分について20分（20分に満たな

い場合は、20分とする。）ごとに100円を加算する。 
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